
 
令和５年 7 月吉日 

会 員 各 位 
 

企画推進部会 会員交流会 
「工務店によるインボイス制度対策セミナー」のご案内 

拝啓 盛夏の候 ますますご清栄の段 お喜び申し上げます。 

  さて、請求書発行に注目が集まるインボイス制度。企画推進部会は、工務店・建築事業者の皆様の

ご疑問に対応するべく、急遽標記のセミナーを開催することとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ご多用のことと存じますが、是非ともこの機会を活用していただき、 

多数の皆様にご参加いただきますようご案内申し上げます。            

敬具 

記 

日 時：令和５年 8 月 9 日（火）14：00～16：30 

テーマ：「工務店によるインボイス制度対策セミナー」 

講 師：茂山会計事務所 代表 茂山 勝龍税理士   /略歴 同志社大学商学部卒業  
         茂山会計事務所 HP：https://www.shigeyama-kaikei.com/office/index.html 

会 場：エル・おおさか 研修室４ 本館6階（〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14） 

費 用：無料         ／ 定員：15名 

主 催：（一社）住宅長期支援センター、（一社）関西建築業協議会 

8 月 4 日（金）〆切 ※但し定員に達しましたら締切ります 

お申込 ＦＡＸ返信：06-6941-8337 一般社団法人住宅長期支援センター行 
  （電話お問い合せ：06-6941-8336） 

令和５年 8 月 9 日（水）14:00～16:30     

 出席  ・  欠席   

貴社名                 お名前                

ＴＥＬ                 ＦＡＸ                

メールアドレス：                                  

受付番号 

緊急セミナー！！ 

2023年10月1日、インボイス制度の施行実施！ 
□ インボイス登録後、何をしなければいけないか？ 
□ 1,000万円未満の一人親方からインボイス登録をしないと言われたら？ 
□ 仕入れ税額控除を適用するには？ 
□ インボイスの要件を満たした請求書、領収書の書き方は？ 

今回のセミナーでは、具体例より何をいつまでにしなければいけないのか？ 

このような場合はどう対処すれば良いのか？等説明していただきます。 

セミナー後には直接講師に質疑応答頂く時間も設けていますので、 

不安箇所を解消し、安心して10月のインボイス制度の施行を迎えましょう。 

 

 


